
青少年保護育成条例について

資料３



本日の目的

1

県では条例を時代に合致したものとすることを目的と
して、５年を経過するごとに見直しを実施している。
（前回は令和３年度に見直しを実施）

本条例の見直しが令和８年度を予定していることから
見直しの必要性など意見交換を実施する。

【参考 条例の附則より抜粋】
３ 知事は、平成23年４月１日から起算して５年を経過するごとに、この条例の施行の状
況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。



見直しの視点（神奈川条例の見直し要綱）

2

（条例の見直しの視点）

第６条  条例の見直しは、少なくとも次に掲げる視点に基づいて行うものとする。

 (1) 必要性
（当該条例が制定当初に対応しようとしていた課題は現在においてもなお当該条例により法的に解決する必

要がある課題であるか否か及び県が対応しなければならない課題であるか否かに関する視点をいう。） 

(2) 有効性
（当該条例が掲げる目的の実現に当該条例が定める事項が効果を発揮しているか否かに関する視点をいう。）

 (3)効率性（当該条例が掲げる目的の実現に当該条例が定める事項が効率的に機能しているか否かに関する視
点をいう。） 

(4)基本方針適合性（当該条例の内容が県政の基本的な方針に適合しているか否かに関する視点をいう。） 

(5) 適法性（当該条例の内容が憲法及び法令の範囲内であるか否か並びに司法手続において違憲又は違法と
判断される可能性があるか否かに関する視点をいう。



条例の概要

3

（目的）
第１条 この条例は、青少年の健全な育成について、
基本理念を定め、並びに県、保護者、県民及び事業者
の責務を明らかにするとともに、

青少年を取り巻く社会環境の整備を促進し、
及び青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為
を防止することにより、

青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
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青少年保護育成条例の主な改正概要

概
要

◼ 深夜外出の制限

◼ 有害興業の指定及び観覧
の禁止

◼ 有害図書類の指定及び販
売等の禁止

◼ 射幸心誘発行為の禁止

◼ 風営法による営業所内へ
の立入禁止

◼ 質受け、買受けの禁止

◼ みだらな性行為、わいせ
つな行為の禁止

◼ 危険物の所持禁止

◼ 立入調査 等々

◼ 有害な広告物の変更・撤
去

◼ 入れ墨の禁止

◼ 有害薬品類等の販売等の
禁止

◼ みだらな性行為、わいせ
つな行為に罰則規定を設
定

◼ 有害図書等にビデオテー
プ、CD－ROM等を追加

◼ 有害図書類等の自動販売
機等への収納禁止

◼ テレクラに関して届出や
営業禁止区域等を規定

◼ カラオケ、ネットカフェ
等への深夜立入禁止

◼ 下着等の買受禁止

◼ 残虐性を有するゲームソ
フトの陳列場所の制限

◼ 出会い系喫茶の立入禁止

◼ 個室等営業施設の制限

◼ 携帯のフィルタリング設
定、ネットの利用の制
限・監督の努力義務規定

◼ 青少年指導員の位置づけ

◼ JKビジネス（有害役務提
供営業）の規定

◼ 自画撮り（児童ポルノ
提供）を求める行為の
禁止

◼ 成人年齢18歳への引き
下げによる成人擬制規
定を削除

制定時（昭和30年） 昭和 平成 令和
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１ 必要性

～現在でも必要な条例か～
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神奈川県の青少年の人口

出典：かながわの青少年2024
神奈川県青少年白書〈令和６年度版〉

0歳～29歳の人口：約246万人

（うち18歳未満127万9,575人（R５時点））
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神奈川県の非行少年等の検挙・補導状況

出典：少年非行の概要（令和6年中）より青少年課作成
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神奈川県の不良行為少年の状況

令和６年中における不良行為少年の状況（神奈川県）

出典：少年非行の概要（令和6年中）より青少年課作成
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神奈川県の福祉犯による被害少年の法令別状況

出典：少年非行の概要（令和6年中）より青少年課作成

令和６年中における福祉犯による被害少年（計475人）の法令別状況
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SNSから犯罪被害にあった18歳未満の子ども（神奈川県）

令和 令和 令和 令和 令和 令和

元年 2年 3年 4年 5年 6年

出会い系サイト 5 3 10 7 2 0

SNS 203 167 193 176 134 106

計 208 170 203 183 136 106

出会い系サイト及びSNSに起因する事犯の被害児童の推移

出典：青少年課作成

参考 神奈川県警HP インター
ネットを正しく使うためには
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SNSから犯罪被害にあった18歳未満の子ども（全国）

出典：政府広報オンライン（こどものスマホ利用を安全に！ネット犯罪から守るには？）



① 必要性

12

検討内容（案）

非行少年等の検挙・補導人数は減少傾向にあるものの、不良行為少年の人数（34,288
人）は依然として高い水準である。

また、福祉犯による青少年の被害についても、SNSから犯罪被害にあう子どもが後を
絶たず、面会要求や自画撮り被害を防止するために、青少年やその保護者等に対して普
及啓発に引き続き取り組む必要がある。

これらの課題は情報化の進展に伴い、大人の目の届きにくい空間で発生しており、青
少年が事件・事故に巻き込まれるなど、現在も青少年を取り巻く社会環境は複雑化、深
刻化している。

こうした青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止する本条例の規定内
容は、一層重要性を増していることから、現在でも必要な条例である。
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２ 有効性

～現行の内容で課題が解決できるか～



本条例で対応している課題

•有害興業（第9条）、有害図書（第10～14、17条）有害がん具類の指定等（第15、17条）、有害図書類等の自動販売機

等の設置の届出（第16条）、有害広告物、有害広告文書の制限（第20、21条）（テレクラ）利用カードの販売等の禁止

（第22、23条）

社会環境の整備の促進等（９条～23条）

•深夜外出の制限（第24、25条）、個室営業施設に係る制限等（第27条）、有害役務提供営業を営む者の禁止行為等（第

27条）質受け、買受け等の禁止（第28条）、着用済み下着等の買受等の禁止（第29条）、入れ墨の禁止（第30条）、有

害薬品類等の販売の禁止（第34条）

•みだらな性行為、わいせつな行為の禁止（第31条）、児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止（第31条の２）、場所の

提供等の禁止（第32条）、性風俗関連特殊営業等に係る勧誘行為の禁止（第33条）

健全な育成を阻害するおそれのある行為の防止等（24条～34条）

•インターネット利用に係る努力義務等（適切に活用する能力の習得、有害情報閲覧の防止、フィルタリング関係、事業

者の説明義務）（第35～41条）

インターネット利用環境の整備の促進等（第35条～第41条）

•関係者の協力（第42条～49条）、神奈川県児童福祉審議会社会環境部会への諮問等（第50条）、雑則（第51、52条）、

罰則（第53～55条）

その他
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社会環境の整備の促進

間仕切りされた場
所にまとめて陳列

ビニール包装又は紐かけを
し、一般の棚から60cm以
上離した棚

ビニール包装又は紐か
けをし、かつ10cm以上
張り出す仕切り板の間
にまとめて陳列

従業員が常駐するカウ
ンターの上又は内側

書店、映像ソフト取扱店、ゲームソフト販売店等の区分陳列（有害図書類）

15
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社会環境の整備の促進

床から150cm以上の位置で、Ｚ区分である
旨を記した仕切り板の間にまとめて陳列

施錠されたガラスケースに収納
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社会環境の整備の促進

令和６年度社会環境実態調査（書店、映像ソフト取扱店、ゲームソフト販売店）
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社会環境の整備の促進
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社会環境の整備の促進

保護者同伴による深夜
外出の制限 深夜営業施設の立入制限

深夜の青少年立入禁止
の表示義務



20

社会環境の整備の促進

個室営業施設における
指定後の制限（青少年の立入、
業務への従事の禁止等）

有害役務提供営業の制限（青少年の立入、業務への従事の禁止等）
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社会環境の整備の促進

令和６年度社会環境実態調査（カラオケ店※個室営業施設の状況）
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健全な育成を阻害するおそれのある行為の防止

出典：少年非行の概要〈令和６年中〉
神奈川県警察本部
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インターネットの利用環境の整備の促進

出典：子ども家庭庁ホームページ 青少年のインターネット利用環境実態調査

全国の状況



インターネット利用環境の整備の促進
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出典：子ども家庭庁ホームページ 青少年のインターネット利用環境実態調査

全国の状況



インターネット利用環境の整備の促進
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出典：子ども家庭庁ホームページ 青少年のインターネット利用環境実態調査

全国の状況



インターネット利用環境の整備の促進

26
出典：神奈川県ホームページ 令和６年度青少年を取り巻く問題と保護者の意識に関するウェブ調査

神奈川県の状況



インターネット利用環境の整備の促進

27
出典：神奈川県ホームページ 令和６年度青少年を取り巻く問題と保護者の意識に関するウェブ調査

神奈川県の状況



インターネット利用環境の整備の促進
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出典：神奈川県ホームページ 令和６年度青少年を取り巻く問題と保護者の意識に関するウェブ調査

神奈川県の状況
フィルタリングを設定していない理由



参考 直近の他自治体の動向（愛知県豊明市）
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参考 直近の他自治体の動向（愛知県豊明市）
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参考 直近の他自治体の動向（鳥取県）
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◼不健全図書から８条指定図書類に名称変更（令和６年９月）※条例改正ではない

32

参考 直近の他自治体の動向（東京都）



② 有効性
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検討内容（案）

本条例に基づく規制の実施やその周知啓発により、条例が遵守され、青少
年の健全な育成を阻害するおそれのある行為やその環境から青少年を保護す
るという目的について一定の効果が上がっている。
そのため、現在でも本条例は有効に機能していると考えられるが、他の自

治体の状況や法律の改正、社会環境の変化を踏まえ、随時検討していく必要
がある。

また、インターネット・SNSの青少年の利用については、フィルタリングや
ペアレンタルコントロールの設定など、引き続き周知啓発に取り組む必要が
ある。
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３ 効率性

～現行の内容で効率的と言えるか～



必要最小限度の規制

35

（条例の解釈適用）
第８条 この条例は、第１条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであつて、いやしく
もこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。
２ この条例による規制及び規制のための調査は、第１条に規定する目的を達成するためにのみ行う
べきであつて、いやしくも、これを濫用し、日本国憲法の保障する国民の基本的人権を不当に侵害す
るようなことがあつてはならない。

必要最小限度の規制により効率的な運用がなされているか



有害図書類（個別指定）
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有害図書類（包括指定の例示※掲載は一部分）
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【包括指定の基準】
• 施行規則で定める卑わいな姿態、性交若しくはこれに類する性行為等を描写した写真や絵が、表紙
を含めて20ページ以上又は全体の5分の1以上掲載されている書籍や雑誌。

• ビデオテープやDVD、ゲームソフトなどで、上記と同様の描写が合わせて3分を超えるもの又は20
場面以上であるものは、自動的に有害図書類となります。

※例示通知：コンビニや県民から要望があり、包括指定に該当する図書を参考に通知する制度
を児福審で審議の上、発足（平成13年3月）
コンビニ等で成人向け雑誌等の販売の原則中止の発表やネットの普及とともに有害環境
も大きく変化していることを踏まえ、児福審で審議の上、令和３年度休止
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概要 備考

調査目的 • 青少年の健全育成に影響の大きい各種営
業や媒体の販売状況等の実態を把握

• 地域の環境浄化の取組
• 条例改正に向けた基礎データの取得
• 条例改正後の遵守状況の把握 等

• 23時～4時までの青少年の利用制限
• 青少年にとって有害な施設であれば
条例に基づき有害役務提供施設指定

• 児童買春や性犯罪など福祉犯の温床
となるのを防ぐ

開始年度 昭和51年度

調査対象店舗 • カラオケ
• インターネットカフェ、まんが喫茶
• 書店、古書店
• コンビニエンスストア
• 複合店、映像、ゲームソフト取扱店（Ｚ
区分ゲームソフト）

• ドラッグストア

• 深夜営業している施設
• 個室等営業施設（内鍵が閉まる個
室）

• 風営法対象施設は除いている

調査者 青少年育成関係者（青少年指導員、青少年相
談員等）や市町村職員が対象店舗を訪問し、
聞き取りや視認

調査時期 ７月から９月までの３か月間 こども家庭庁の主唱する「青少年の非
行・被害防止全国強調月間（７月）」
を含む

社会環境実態調査の概要
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社会環境実態調査の概要

調査対象店舗 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

カラオケボックス 31 25 － 46 81

インターネットカフェ・まんが
喫茶

－ 24 76 77 －

書店 227 8 － 61
60

古書店 － 1 － －

複合店、映像・ゲームソフト取
扱店

－ 20 － 59 52

コンビニエンスストア － 7 － 187 －

ドラッグストア － － 212 69 －

計 258 85 288 499 193
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立入調査

立入調査とは

• 立入調査は、条例の規定が適正に運用されているか確認し、青少年の被害を防止するた
めに必要な行政指導等の措置を講じるために行うもの

• 犯罪捜査を目的としたものではないため、調査にあたっては、相手側の任意の協力を得
られるように必ず承諾を得て実施

• 県青少年課、県政総合センターが実施（一部対象店舗については事務処理特例により市に権限移譲）

• 有害役務提供営業施設については県警とも連携

立入調査実績 指導実績

青少年保護育成条例
・書店等
・ゲームソフト販売店
・個室営業施設（ネットカフェ、
カラオケ等）
・有害役務提供営業施設

等々

240 55

令和6年度調査



③ 効率性
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検討内容（案）

本条例は、目的を達成するための必要最小限度の規制を内容としてい
る。また、青少年課及び各地域県政総合センターの職員が、必要に応じ
て規制対象店舗に対する立入調査などを実施して条例の遵守を指導する
とともに、取締機関である警察においても十分な体制がとられているこ
とから、現在でも効率的に機能している。



４ 基本方針適合性

～県政の基本的な方針に適合しているか～
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新かながわグランドデザイン実施計画

43



44

かながわ子ども・若者みらい計画（主要施策）



④ 基本方針適合性
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検討内容（案）

本条例は、新かながわグランドデザイン実施計画の主要施策
４健全育成を支える地域づくり「130青少年が健全に育つ環境の整備」

及び

かながわ子ども・若者みらい計画の主要施策
「（2）子どもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備」、
「（3）子ども・若者の性犯罪・性暴力対策」

を実現するためのものであるから、県の基本方針に適合している。
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⑤適法性
～憲法や法令に抵触しないか～



平成元年９月19日最高裁判決（岐阜県青少年保護育成条例違反事件）

＜争 点＞

有害図書の販売規制が、表現の自由や検閲を禁止した憲法第21条に違反するか。

［判決要旨］

条例の定める有害図書が青少年の健全育成に有害であることは、社会共通の認識である。特に、
自動販売機の場合、昼夜を問わず、売手と対面せずに購入できることなどから、書店販売よりも
弊害が一段と大きい。

図書の内容によっては、審議会を経ずに有害図書に指定（包括指定）することも必要性があり、
かつ合理的であるというべきであり、有害図書の自動販売機の収納まで禁じた条例は、成人に対
する図書の流通を幾分制約することになるものの、有害環境の浄化には、やむをえない規制であ
り、表現の自由に違反しない。

岐阜県青少年保護育成条例違反事件
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出典：神奈川県青少年保護育成条例の解説（令和５年３月）



平成６年６月10日四日市簡易裁判所（三重県青少年健全育成条例違反事件）

＜争 点＞

１ 青少年の健全な育成に有害であるとして有害図書の自動販売機への収納を禁止することが
憲法第21条第１項に違反するか。

２ 青少年の健全育成と有害図書との因果関係が不明確ではないか。

３ 有害図書等の包括指定が事前抑止の禁止に抵触するか。

４ 包括指定とその運用が憲法第21条第１項に違反するか。

［判決要旨］

１ 表現の自由は、民主主義の基礎をなす極めて重要なものであるが、絶対無制限なものでは
なく、その濫用が禁ぜられ、公共の福祉の制限の下に立つものであることは明らかである。

そして現在では、本条例の定めるような有害図書が、一般に精神的に未熟な青少年の健全な育
成に有害であることは、社会共通の認識になっているといってよく、自動販売機による有害図書
類の販売は、心理的に購入が容易であり、昼夜を問わず購入できること、有害図書が街頭にさら
されているため購入意欲を刺激しやすいことなど、書店における販売より弊害が大きく、本条例
による規制の必要があり、合理性に欠けるものということはできない。

三重県青少年健全育成条例違反事件

48出典：神奈川県青少年保護育成条例の解説（令和５年３月）



平成21年３月９日最高裁判決（福島県青少年健全育成条例違反事件）

＜争 点＞

監視センターにおける操作などにより、客が18歳未満でないことを監視して確認できる機器ま
で規制するのは、憲法21条１項、22条１項、31条に違反するか。

［判決要旨］

１ 本条例に定めるような有害図書類が、一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関する価値観に
悪い影響を及ぼすなどして、青少年の健全な育成に有害であることは社会共通の認識であり、こ
れを青少年に販売することには弊害があるということができる。

（略）

その結果、青少年以外の者に対する関係においても、有害図書類の流通を幾分制約することに
はなるが、それらの者に対しては、書店等における販売等が自由にできることからすれば、有害
図書類の「自動販売機」への収納を禁止し、その違反に対し刑罰を科すことは、青少年の健全な
育成を阻害する有害な環境を浄化するための必要やむを得ないものであって、憲法21条１項、
22条１項、31条に違反するものではない。

福島県青少年健全育成条例違反事件

49出典：神奈川県青少年保護育成条例の解説（令和５年３月）



⑤適法性
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検討内容（案）

本条例の性格上、、憲法で保障される表現の自由、営業の自由に関する
規制もあるが、「青少年の健全育成」という公共の福祉のため必要最小限
度の規制であることから、違法性はない。



見直し結果
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見直し結果（案）部会長と相談

本条例の改正・廃止や運用の変更について緊急対応の必要性はない。

〔理由〕
ただちに改正や変更の必要はないが、他の自治体の状況や法律の改正、

社会環境の変化を踏まえ、運用の改善等を随時検討していく必要がある。



参考 前回（令和３年度）見直し後の条例改正の概要
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【近年の条例改正】

令和７年３月 刑法等の一部を改正により「懲役」を「拘禁刑」に改正
（令和７年６月１日から施行）

令和５年11月 刑法改正により「強制性交等」の表現の変更（令和５年11月17日）

令和４年９月 博物館法改正による条ズレ対応（令和５年４月１日から施行）

３月 婚姻による成年擬制規定の廃止（令和６年４月１日から施行）
電磁的記録媒体の例示削除（令和４年３月29日施行）
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